
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  物納財産の順位                      

Ｑ：相続税で認められている物納財産の順

位が見直されたとか。どのようになったので

すか？                                          

                                              

Ａ：次のようになりました。 

【解説】  

平成29年度の税制改正で、相続税の物納財

産の順位が見直され、今年の４月以降、株式、

社債等のうち金融商品取引所に上場されてい

るもの等が不動産や国債等と同順位の１位と

されました。 

通達では、これを受けて物納できる順位に

ついて次のように示されました。 

 ①不動産・船舶・国債証券・地方債証券・金

融商品取引所に上場されている株券等の有

価証券・金融商品取引所に上場されていな

い投資法人の投資証券等のうち、その規約

又は約款に投資主または受益者の請求によ

り投資口の払戻し又は信託契約の一部解約

をする旨及び当該払戻し又は当該一部解約

の請求を行うことができる日が１月につき

１日以上である旨が目論見書等に定められ

ている有価証券 

②うち劣後財産 

③金融商品取引所に上場されていない株券等

の有価証券等の有価証券(第１順位のもの

①②を除く) 

④うち劣後財産 

⑤動産 

※特定登録美術品は上記順位にかわらず物納

に充てることができる。 
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